
柏 崎 市 建 設 工 事 最 低 制 限 価 格 取 扱 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 市 が 発 注 す る 建 設 工 事 に お け る 最 低 制 限 価 格 の

設 定 等 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 対 象 工 事 ）  

第 ２ 条  最 低 制 限 価 格 は 、 予 定 価 格 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を

含 む 。以 下 第 ３ 条 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。）が ２ ０ ０ 万 円 を 超 え る 建 設

工 事 （ 以 下 「 対 象 工 事 」 と い う 。） に 係 る 競 争 入 札 に 適 用 す る 。  

（ 最 低 制 限 価 格 の 設 定 ）  

第 ３ 条  最 低 制 限 価 格 は 、 対 象 工 事 の 予 定 価 格 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費

税 相 当 額 を 除 く 。以 下 次 項 に お い て 同 じ 。）の 算 出 の 基 礎 と な っ た 次

の 各 号 に 掲 げ る 経 費 に 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め た 率 を 乗 じ た 額（ そ

の 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） の

合 計 額 か ら 、 １ 万 円 未 満 の 端 数 を 切 り 捨 て た 額 に １ ０ ０ 分 の １ １ ０

を 乗 じ た 額 と す る 。  

⑴  直 接 工 事 費  １ ０ 分 の ９ ． ７  

⑵  共 通 仮 設 費  １ ０ 分 の ９  

⑶  現 場 管 理 費  １ ０ 分 の ９  

⑷  一 般 管 理 費 等  １ ０ 分 の ６ ． ８  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 項 の 規 定 に よ り 算 出 し た 最 低 制 限 価

格 が 、 当 該 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ９ ． ２ を 乗 じ た 額 を 超 え る 場 合 に あ

っ て は 当 該 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ９ ． ２ を 乗 じ た 額 と し 、 当 該 予 定 価

格 に １ ０ 分 の ７ ． ５ を 乗 じ た 額 に 満 た な い 場 合 に あ っ て は 当 該 予 定

価 格 に １ ０ 分 の ７ ． ５ を 乗 じ た 額 と し 、 そ れ ぞ れ １ 万 円 未 満 の 端 数

を 切 り 捨 て た 額 に １ ０ ０ 分 の １ １ ０ を 乗 じ た 額 を 最 低 制 限 価 格 と す

る 。  

３  前 ２ 項 に よ り 、 最 低 制 限 価 格 は 、 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ７ ． ５ を 乗

じ て 得 た 額 か ら 予 定 価 格 に １ ０ 分 の ９ ． ２ を 乗 じ て 得 た 額 ま で の 範

囲 内 で な け れ ば な ら な い 。  

（ 入 札 参 加 者 へ の 周 知 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 対 象 工 事 に 最 低 制 限 価 格 を 設 定 し た と き は 、 入 札 の

公 告 及 び 指 名 通 知 に お い て そ の 旨 を 記 載 す る こ と と す る 。  



（ 公 表 ）  

第 ５ 条  第 ３ 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 最 低 制 限 価 格 は 、 入 札 結 果 公 表

時 に お い て 公 表 す る も の と す る 。  

（ 落 札 者 の 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 で 、 か つ 、 最 低 制 限

価 格 以 上 の 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 を も っ

て 申 込 み を し た 者 を 落 札 者 と す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ４ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 平 成 ３ １ 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成

３ １ 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） ９ 月 ３ ０ 日 ま で に 、 新 潟 県 柏 崎 市 財 務 規 則 （ 平

成 １ ６ 年 ３ 月 １ ０ 日 規 則 第 ５ 号 ） 第 １ ４ ９ 条 の 検 査 を 完 了 す る も の に

つ い て は 、 従 前 の 例 に よ る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 元 年 （ ２ ０ １ ９ 年 ） 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


